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廃止した上で計算します。この1／2を乗じる措置を廃止して計算する法
人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員、地方議会議員、国家公務員、
地方公務員が対象となります。

2 特別徴収すべき税額の計算
退職所得の金額に、税率（市町村民税6％と県民税4％）を適用して計算

します。

退職所得の金額 × 
市町村民税 6％ ＝ 
県民税 4％ ＝ 

市町村民税額（100円未満切り捨て）
県民税額（100円未満切り捨て）

特別徴収すべき税額

※特別徴収すべき税額に、百円未満の端数がある場合は、それぞれの百円未
満の端数を切り捨てる。（特別徴収すべき税額は百円単位）

3 納入の手続き
退職手当の支払者は、特別徴収した税額を、「市町村民税・道府県民税納

入申告書（下記様式）」に所要事項を記載し、その申告書をそれぞれの市町
村長に徴収した月の翌月10日までに提
出するとともに、申告した税額を同日ま
でに市役所・町村役場、指定金融機関ま
たは収納代理金融機関にて納入書により
納入してください。なお、納入書の裏面
が納入申告書になっている場合は、別途
納入申告書を提出する必要はありません。

納入申告書の例
※左図は省令様式であり、実際の納入申
告書の形態は市町村ごとに異なります。

※退職所得に係る個人住民税がないとき
は提出の必要はありません。


















